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作成した申請書類等を

管轄法務局に提出

ポイント

①相続登記においては、亡くなった登記名義人（被相続人）の出生から死亡までの戸除籍謄本等、数多くの書類が必要となります。

②登記申請に当たっては、専門家である司法書士に依頼する方法と相続人自身で申請書等を作成して申請する方法の２つの方法があります。

③司法書士に依頼する場合、相続人自身の手間は省けますが、司法書士に報酬を支払う必要があります（※報酬額は司法書士によって異なります。）。

④相続人自身で登記の手続をされる場合、司法書士への報酬支払いは不要ですが、申請書類の作成や収集等で相当の時間と手間を要することがあります。

不動産登記推進イメージ
キャラクター「トウキツネ」

不動産登記推進イメージ
キャラクター「トウキツネ」
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申請書類等の作成及び戸籍
謄本等の添付書類の収集

法務局の登記手続案内
（完全予約制）の
利用を検討

相続人自身で
手続を進める
（アへ）

相続登記の専門家

司法書士に

依頼を検討
（イへ）

無料相談会を利用
（ウへ）

法務局の登記手続案内
の予約・利用

不明な点が
解消された

法務局の登記手続案内
の再利用
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相続人自身で
手続ができそうだ

全体的に内容が
理解できた

不明な点が
解消された

作成した申請書類等を

管轄法務局 に提出
不明な点が

ある

無料相談会を利用

（ウへ）
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を法務局HPから
入手し精読

無料相談会（予約制）を利用

ア相続人自身で
手続を行いたい場合

イ 司法書士に
依頼したい場合

ウどちらにしたらいいか
分からない場合

相続登記の申請が
義務化されました

相続登記手続ハンドブック

https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/static/click_map01.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/kyoto/page000001_00079.pdf
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000009.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000009.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/page000009.html
https://houmukyoku.moj.go.jp/kobe/static/click_map01.html
https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp/
https://www.shihohyo.or.jp/soudankai/map/
https://www.shihohyo.or.jp/
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html

